
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 被災者に対する見舞金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：熊本豪雨で被災した取引先に会社から

見舞金を送ろうと思います。どのような取扱

いになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】  

見舞金等の取扱いは、次のようになります。 

①取引先に対する災害見舞金等 

被災前の取引関係の維持・回復を目的とし

て、取引先の復旧過程においてその取引先に

対して行った災害見舞金の支出、事業用資産

の供与等のために要した費用は、交際費等に

該当せず、損金の額に算入されます。 

②従業員等に支給する災害見舞金品 

災害により被害を受けた従業員等又はその

親族等に対して一定の基準に従って支給する

災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額

に算入されます。また、専属下請先の従業員等

又はその親族等に対して一定の基準に従って

支給する災害見舞金品についても、同様に損

金の額に算入されます。 

③災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠

出する分担金等 

所属する同業団体等の構成員の有する事業

用資産について災害により損失が生じた場合

に、その損失の補てんを目的とする構成員相

互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基

準に従って、同業団体等から賦課され、拠出す

る分担金等は、その支出する事業年度の損金

の額に算入されます。  

 

 

【三輪厚二税理士事務所(大阪市中央区)】 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ  

１９９４年１月６日創刊・毎日発行  

リーダァスクラブＦ Ａ Ｘ ニュース  

（２０２０年）令和２年   月   日  水曜日 

発行所 

第 
 

６５２６ 
 

号 

三輪厚二税理士事務所 ／ 顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二） 
大阪市中央区備後町 2-4-6 TEL：06-6209-7191 WEB：https://www.zeirishi-miwa.co.jp 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

税務ニュース／お問合せ：https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html 

https://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html
https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

